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都市再生整備計画（第1回変更）
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事業名 確認
都市構造再編集中支援事業 ■

都市再生整備計画事業（社会資本整備総合交付金） □

都市再生整備計画事業（防災・安全交付金） □

まちなかウォーカブル推進事業 □



都市再生整備計画の目標及び計画期間 様式（１）-②

市町村名 地区名 面積 48 ha

令和 6 年度　～ 令和 10 年度 令和 6 年度　～ 令和 年度

目標

目標設定の根拠
都市全体の再編方針（都市機能の拡散防止のための公的不動産の活用の考え方を含む、当該都市全体の都市構造の再編を図るための方針）　※都市構造再編集中支援事業の場合に記載すること。それ以外の場合は本欄を削除すること。

まちづくりの経緯及び現況

課題

将来ビジョン（中長期）

大目標：広域的交通拠点の連携強化と都市機能の充実による職住近接の活力あるまちづくり
　　目標１：公共交通ネットワークを形成し、質の高い住環境を形成する「快適」なまちづくり
　　目標２：サービス施設が利用しやすく、子育て世代にも魅力があり、また災害に強い「安全・安心」のまちづくり

　三原市は、室町時代に小早川氏が築城した三原城の城下町として繁栄し、明治以降は瀬戸内海の臨港部に繊維工業、機械器具製造業などの集積が進み工業都市として発展してきたが、近年は産業構造の変化に伴い内陸部への企業立地が進んでいる。基幹産業
の衰退などに伴い本市における人口減少は、日本の全体人口より20年以上早く始まり少子高齢化も進行している状況で、人口減少や地価の下落に伴い税収が減少する一方、社会福祉関連経費、公共施設の維持・更新費の増加が見込まれている。また、車社会を背
景とする市街地の拡大と大型商業施設の立地により、中心市街地における空き家、空き店舗等の増加や、空洞化が大きな課題となっている。
　このような中、本市では立地適正化計画を作成し、高齢者を含め誰もが安心して元気に住み続けられること、子育て世代などの若年層にとっても魅力的なまちにすること、さらには持続可能な行政経営を実現することなどを目標に、これまでの市街地拡大を前提とした
都市計画のあり方を転換し、既存ストックを活かした集約型の都市構造をめざしている。また、集約型都市構造の実現に向けては、一定の都市機能が集積する地区や集落の拠点としての役割を担ってきた地区などを都市生活拠点（２箇所）、地域生活拠点（１０箇所）
に設定し、これらが公共交通を主体とした主要な幹線道路網によりネットワークを形成する、多極ネットワーク型コンパクトシティをめざしている。本地区を含む本郷駅周辺の中心市街地は都市生活拠点として位置付けられ、公共交通の利便性を活かし、商業･業務など
高次都市機能が集積し、今後とも各種機能の維持･誘導を図るとともに、市内外における都市活動の中心的役割を担うことが求められている。
　誘導施設については、立地適正化計画で示す将来都市構造を見据え、本郷地域における中心拠点として日常生活に必要な医療・福祉・子育て支援・商業等の都市機能を維持・誘導することが必要である。また、土地区画整理事業により創出される公共用地は、居住
を誘導するための用地として、コミュニティ施設である集会所に活用することとしている。

【1期】
　「本郷駅周辺地区」は、空港、Ｉ.Ｃが立地する旧本郷町の中心市街地で、近接する工業団地等には各種産業の主力工場も立地している｡そのような恵まれた環境にありながら、道路等公共施設の整備水準が低いため、市街地の空洞化、求心力の低下が著しい。特に
大型バスの運行が困難で、高速バスと空港リムジンバスは、駅前から約200ｍ離れたバス停に停車しており、広域・域内交通の長年の懸案となっていた｡また、新興住宅地からの通学路に歩道がほとんど無く高齢者にも危険な歩行環境となっていた。
　「本郷町長期総合計画」（平成7年、本郷町）で当地区は臨空タウンの玄関口にふさわしい市街地形成をすべき地区とされ、その具体的方針を示す「本郷町中心市街地まちづくり計画」（平成11年、本郷町）では都市拠点（ショッピング、カルチャー、シビック）の整備を打
ち出している。また、「三原本郷都市圏総合都市交通計画」（平成14年度、広島県）では、公共交通の利便性の向上、本郷駅へのアクセス利便性の低さ、駅のバリア解消などの課題が示されている｡
　都市計画マスタープラン策定時のアンケート（平成10年度実施/配布1,106票、回収475票）では、重点的施策として約6割が駅前広場と幹線道路を選択した｡
また、平成8年に商工会ほか地元団体から、駅周辺道路整備の陳情書が提出され、これを契機に平成9～11年度の3ヵ年で、当地区のまちづくりと整備の方針を示す「本郷町中心市街地まちづくり計画」を策定した。策定は地元代表や関係機関で構成する「本郷町まち
づくり検討委員会」を設置し、計11回にわたり、都市拠点や幹線道路の段階的整備について幅広い意見を聴取した。これらを参考に､庁内の横断的組織「本郷駅周辺まちづくりプロジェクトチーム」を設置し、1期の整備計画を策定し、平成21年度に完了している｡
【2期】
　東本通地区は、広島空港及び山陽自動車道本郷Ｉ．Ｃが開設された三原市本郷町にあって、ＪＲ山陽本線本郷駅、三原市本郷町中心市街地に近接し、南には広域幹線道路である国道２号が走り、交通条件に恵まれた利便性の高い地域である。しかし、近年公共施
設充足度の低いまま、無秩序な宅地化によるスプロール化が急速に進行し、生活環境や緊急、防災面での問題の残る市街地が形成されつつある。
　そのため、先行的な都市基盤施設の整備と併せて、地区の一体的な整備を行い、防災機能向上と土地の利用増進を図ることによって、ＪＲ山陽本線本郷駅周辺を都市生活拠点としたまちづくりを進めようとするものである。
　「三原市立地適正化計画」（平成29年、三原市）では、都市機能の誘導に関する施策として、東本通地区の整備を推進することにより、良好な居住環境を創出するとともに、保留地を活用し、日常生活に必要な都市機能の導入等を促進するとしており、現在、商業施
設、医療施設及び子育て支援施設などが当地区内に設置されている。
　「三原市都市計画マスタープラン」（平成31年、三原市）では、ＪＲ本郷駅周辺の市街地について、店舗等の減少が伺え、道路や公園など公共施設も十分とはいえないことから、商業・業務機能の集積により、生活利便性の向上が必要とされており、まちづくりの方針と
して、東本通地区において、道路や公園などの公共施設が充実した良好な住宅地の整備を推進するとしている。
　「三原市長期総合計画後期基本計画」（令和2年、三原市）においても、めざす三原市の姿として、街区や公園等の都市・生活基盤が整備され、快適に生活できる環境が整っていることと示され、東本通地区の整備を重点的に推進するとしている。

・広域バス（空港・高速）の駅前への乗入れで、広域交通拠点の連携が強化され、さらに市街地内の交通手段としても利用可能なため、駅と周辺居住地から空港・工業団地への通勤利便性が向上し、当地区を中心とした職住一体のまちづくりの推進に高い効果が期待
できる。これには道路網の整備が不可欠であり、これらを促進するためにも良好な市街地を整備する必要がある。
・本地区内には狭隘道路が多く、今後の人口と交通量の増加、高い高齢化率を見据え、災害時の避難路や避難場所の整備が必要である。

①「三原市長期総合計画後期基本計画」（令和2年3月）
　「安心して快適・安全に住み続けられるまち」を主要な施策の一つに掲げ、この中での基本方針として都市・生活基盤を整備するため、東本通土地区画整理事業を重点的に推進し、また、新たな都市公園整備を計画的に進めることを示している。
②「三原市都市計画マスタープラン」（平成31年3月）及び「備後圏域都市計画マスタープラン」（令和3年3月）
　東本通地区は、先行的な都市基盤施設の整備と併せて、地区の一体的な整備を行い、広島県の空の玄関口にふさわしいまちづくりを行い、また、災害に強い市街地を形成するため、避難路、公園等、公共施設の充実により防災性の向上を図ることとしている。
③「三原市地域防災計画」（令和4年10月）
　災害に強い防災基盤の整備を掲げ、都市基盤の計画的な整備として、土地区画整理事業を推進し、安全な都市基盤の整備を図ることとし、また、都市公園について、自然災害等の発生を想定し、一時的な避難場所としての整備を推進することを挙げている。
④「三原市立地適正化計画」（平成29年12月）
　JR山陽本線本郷駅周辺は将来都市構造で都市生活拠点に位置付けられており、東本通地区内において、駅に隣接する西側が都市機能誘導区域に設定され、東側が居住誘導区域に設定されている。
⑤「三原市国土強靭化地域計画」（令和3年3月）
　密集市街地において、震災時等に大規模な火災を防ぐため、市街化区域内の公園緑地整備、土地区画整理事業等を通じた狭隘道路の解消、避難・延焼遮断空間の確保等の推進等を実施し、早期に最低限の安全性の確保をめざすこととしている。
⑥「第2期三原市地域公共交通網形成計画」（令和2年3月）
　「都市生活拠点」「地域生活拠点」相互の連絡、主要公共施設等相互の連絡及び「生活拠点」と周辺地区の連絡の維持や充実を図ることとしている。
⑦「本郷都市計画土地区画整理事業　東本通土地区画整理事業　事業計画書（第4回変更）」（令和4年10月）
　人口計画について、本郷小学校の通学圏を1住区とし、本地区の受け持つ将来人口は用途地域指定に基づき、約3,800人、人口密度はヘクタール当たり80人としている。
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都市構造再編集中支援事業の計画　※都市構造再編集中支援事業の場合に記載すること。それ以外の場合は本欄を削除すること。
都市機能配置の考え方

都市の再生のために必要となるその他の交付対象事業等

目標を定量化する指標

単　位 基準年度 目標年度

円／m
2 R４年度 R10年度

人 R４年度 R10年度地区内人口 計画区域内での人口
サービス施設が利用しやすく、子育て世代にも魅力があり、また災
害に強い「安全・安心」のまちづくりという目標に対する指標

1,656人 1,836人

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

地区内土地価格 計画区域内での標準地平均土地価格
公共交通ネットワークを形成し、質の高い住環境を形成する「快
適」なまちづくりという目標に対する指標 43,800円／m

2
43,800円／m

2

・災害時には一時避難地となる都市公園へのアクセス道路を整備することにより、災害時の避難や救助活動及び消化活動に支障となる狭隘道路の解消に努め、防災対策の充実を図る。
・地域防災計画に位置付ける予定の都市公園を整備し、安全で安心できる都市づくりの形成を推進し、災害に脆弱な都市構造の改善を図る。
・三原市立地適正化計画において、JR本郷駅を中心とした本郷地域の都市機能誘導区域は、本郷地域における中心拠点として日常生活に必要な医療・福祉・子育て支援・商業等の都市機能を維持・誘導するため、誘導施設の設定においては、日常生活に必要なサー
ビス施設を設定し、誘導することとしている。本地区については、居住誘導区域において、誘導施設の内、地域子育て支援センター及び大規模商業施設が設置済である。



都市再生整備計画の整備方針等 様式（１）-③

計画区域の整備方針

その他

整備方針３（質の高い住環境の形成）
　三原市立地適正化計画における目指すべき都市像「安全・安心・快適、そして元気に住み続けられるまちづくり」に基づき、居住環境の維持・向上に向
けた都市基盤（道路に面する法面）整備を進めることにより、街並み景観を保全し、また、満足度を高め、快適な居住環境の創出を図る。
・都市計画道路に面する三太刀山墓園法面の整備

法面修景
（三太刀山墓園）

【交流拠点まちづくりガイドラインの概要】

【その他官民協働の取り組み事例】
東本通8号公園整備に係る取り組み
　住民の価値観や生活スタイル、子育てニーズの多様化等を背景に、公園を取り巻く環境も変化しており、かつ住民に親しまれ利用される公園づくりを進めるため、計画段階から住民の意見を反映すること、また、三太刀山の歴史的・風景的な地域資源
であることの認識を住民とともに行う必要から、「アンケート（住民・小学生）」及び「ワークショップ」といった住民参加の手法が取り入れられ東本通8号公園の基本計画づくりを行い、提案概要書としてまとめられ、平成15年6月に旧本郷町長に提出されてい
る。

方針に合致する主要な事業
整備方針１（公共交通ネットワークの形成）
　三原市立地適正化計画における目指すべき都市像「安全・安心・快適、そして元気に住み続けられるまちづくり」に基づき、居住環境の維持・向上に向
けた都市基盤（道路）整備を進めることにより、都市機能や公共交通等へのアクセス性を向上させる。また、災害時には一時的な避難地となる都市公園
へのアクセス道路を整備することにより、災害時の避難や救助活動及び消化活動に支障となる狭隘道路の解消に努め、防災対策の充実を図る。
・避難経路である区画道路6-7号線ほか10路線の整備

道路
（区画道路6-7号線、区画道路6-9号線、区画道路6-10号線、区画道路6-11号線、区画道路6-26
号線、区画道路6-36号線、区画道路6-56号線、区画道路4-2号線、区画道路4-17号線、区画道路
4-29号線、区画道路4-43号線）

整備方針２（子育て世代への魅力向上）
　三原市立地適正化計画における目指すべき都市像「安全・安心・快適、そして元気に住み続けられるまちづくり」に基づき、子育て世代にとって居住場
所を決める際の要素となる都市基盤（公園）整備を進めることにより、居住に向けた魅力を向上させる。また、地域防災計画に位置付ける予定の都市公
園を整備し、安全で安心できる都市づくりの形成を推進し、災害に脆弱な都市構造の改善を図る。
・避難場所である都市公園東本通1号公園ほか1公園の整備

公園
（東本通1号公園、東本通2号公園）



目標を達成するために必要な交付対象事業等に関する事項（都市構造再編集中支援事業） 様式（１）-④-１

（金額の単位は百万円）
基幹事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象 費用便益比
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費 Ｂ／Ｃ

道路 都市機能誘導区域外 三原市 直 L=28.5m 10 10 10 10 2.5 2.5 2.5 2.5 －

道路 都市機能誘導区域外 三原市 直 L=80.0m 7 7 7 7 7.4 7.4 7.4 7.4 －

道路 都市機能誘導区域外 三原市 直 L=88.4m 7 7 7 7 5.2 5.2 5.2 5.2 －

道路 都市機能誘導区域外 三原市 直 L=67.0m 7 7 7 7 5.4 5.4 5.4 5.4 －

道路 都市機能誘導区域外 三原市 直 L=113.0m 7 7 7 7 4.7 4.7 4.7 4.7 －

道路 都市機能誘導区域外 三原市 直 L=81.7m 6 6 6 6 3.8 3.8 3.8 3.8 －

道路 都市機能誘導区域外 三原市 直 L=90.6m 6 8 6 8 71.5 71.5 71.5 71.5 －

道路 都市機能誘導区域内 三原市 直 L=103.4m 7 9 7 9 48.1 48.1 48.1 48.1 －

道路 都市機能誘導区域外 三原市 直 L=109.5m 6 8 6 8 20.3 20.3 20.3 20.3 －

道路 都市機能誘導区域外 三原市 直 L=48.9m 10 10 10 10 4.4 4.4 4.4 4.4 －

道路 都市機能誘導区域外 三原市 直 L=76.9m 7 7 7 7 4.2 4.2 4.2 4.2 －

公園 都市機能誘導区域内 三原市 直 A=0.1ha 7 8 7 8 29.9 29.9 29.9 29.9 －

公園 都市機能誘導区域外 三原市 直 A=0.1ha 9 9 9 9 39.0 39.0 39.0 39.0 －

古都保存・緑地保全等事業

河川

下水道

駐車場有効利用システム

地域生活基盤施設

高質空間形成施設

高次都市施設地域交流センター

観光交流センター

テレワーク拠点施設

賑わい・交流創出施設

子育て世代活動支援センター

複合交通センター

誘導施設 医療施設

社会福祉施設

教育文化施設

子育て支援施設

元地の管理の適正化

基幹的誘導施設

既存建造物活用事業

土地区画整理事業

市街地再開発事業

住宅街区整備事業

バリアフリー環境整備事業

優良建築物等整備事業

街なみ環境整備事業

住宅地区改良事業等

都心共同住宅供給事業

公営住宅等整備

都市再生住宅等整備

防災街区整備事業

復興促進事業

エリア価値向上整備事業

こどもまんなかまちづくり事業

合計 246.4 246.4 246.4 0.0 246.4 …A

0.465

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間

交付対象事業費 253.3 交付限度額 117.8 国費率

区画道路6-26号線

区画道路6-36号線

区画道路6-56号線

区画道路4-2号線

区画道路4-17号線

区画道路4-29号線

交付期間内事業期間
細項目

区画道路6-7号線

区画道路6-9号線

区画道路6-10号線

区画道路6-11号線

区画道路4-43号線

東本通1号公園

東本通2号公園

住宅市街地総合整備事業

統合したB／Cを記入してください



提案事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費

三原市 直 240㎡ 8 8 8 8 4.8 4.8 4.8 4.8

三原市 直 48ha 10 10 10 10 2.1 2.1 2.1 2.1

合計 6.9 6.9 6.9 0.0 6.9 …B

居住誘導促進事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費

居住誘導促進事業

合計 0 0 0 0 0 …C
合計(A+B+C) 253.3

（参考）都市構造再編集中支援関連事業

直轄 補助 地方単独 民間単独 開始年度 終了年度

合計 0

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度
三原市 国土交通省 47.8ha ○ H11 R11 9,180

三原市 国土交通省 1.4ha 〇 H23 R8 858

三原市 国土交通省 74.7ha 〇 H11 R10 1,623

三原市 国土交通省 93.5ha 〇 H11 R10 779

合計 12,440

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間 交付期間内事業期間

細項目

まちづくり活
動推進事業

地域創造
支援事業

三太刀山墓園修景整備 三太刀山墓園

事業活用
調査

事業効果分析調査 事業効果分析調査

事業期間
全体事業費

交付期間内事業期間

事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模
（いずれかに○）

事業 事業箇所名 事業主体 直／間
（参考）事業期間

（いずれかに○） 事業期間
全体事業費

土地区画整理事業 東本通地区

都市公園事業 東本通8号公園

事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模

三原市流域関連公共下水道事業 東本通川第2排水区

三原市流域関連公共下水道事業 本郷第3，4処理分区



都市再生整備計画の区域 様式（１）-⑥

本郷駅周辺（2期）・東本通地区（広島県三原市） 面積 48 ha 区域 広島県三原市本郷南３～５丁目の一部

Ｎ

0m 100m 500m 1000m

凡例

計画区域

都市機能誘導区域

居住誘導区域

本郷駅周辺（2期）･東本通地区
A=48ha

本郷駅

国道２号

本郷支所

JR山陽本線



地区内土地価格 （円／m
2
） 43,800 （R4年度） → 43,800 （R10年度）

地区内人口 （人） 1,656 （R4年度） → 1,836 （R10年度）

　本郷駅周辺（2期）・東本通地区（広島県三原市）　整備方針概要図（都市構造再編集中支援事業）

目標
広域的交通拠点の連携強化と都市機能の充実による職住近接の活力あるまちづ

くり

代表的な

指標

様式（１）-⑦-１

計画区域

基幹事業

提案事業

関連事業

都市機能誘導区域

居住誘導区域

凡 例

■基幹事業
公園（東本通1号公園）

500m0

■関連事業
三原市流域下水道（汚水）

■関連事業
三原市流域下水道（雨水）

■基幹事業
公園（東本通2号公園）

■基幹事業
道路（区画道路4-29号線）

■基幹事業
道路（区画道路6-56号線）

■関連事業
8号公園整備事業（防災公園）

■提案事業
事業活用調査

国道２号

本郷駅

■基幹事業
道路（区画道路4-43号線）

■基幹事業
道路（区画道路4-17号線）

■基幹事業
道路（区画道路6-26号線）

■基幹事業
道路（区画道路6-36号線）

■関連事業
土地区画整理事業（東本通地区）

■基幹事業
道路（区画道路4-2号線）

■基幹事業
道路（区画道路6-7号線）

■基幹事業
道路（区画道路6-9号線）

■基幹事業
道路（区画道路6-10号線）

■基幹事業
道路（区画道路6-11号線）

■提案事業
三太刀山墓園修景整備

本郷支所


